
 

≪住民票の省略について≫ 

○省略できる場合：夫及び妻が日本国籍を有し、同一世帯の場合で、申請書の同意欄に同意いただける場合 

 

●省略できない場合 

：夫婦で別世帯の場合には、夫婦であることの証明(戸籍抄本等)が必要となる事があります。 

 

こちらに同意いただける場合は 

胎内市在住の方の住民票を 

省略することが可能です。 


